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○
平
成
十
三
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
及
び
中
級
試
験
並
び
に
小
中
学
校
事
務
職
員
及
び
栄

三
七
三

養
職
員
採
用
試
験
の
実
施

○
第
五
十
七
回
（
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施
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五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
（一）

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
山
梨
郡
牧
丘
町
北
原
字
塩
水
四
一
三
九
の
二
か
ら
四
一
三
九
の
四
ま
で
・
字
北
奥
仙
丈
四
一

四
〇
の
六
一
（
以
上
四
筆
国
有
林
）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

解
除
の
理
由

ダ
ム
用
地
と
す
る
た
め

二
（一）

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
山
梨
郡
牧
丘
町
大
字
杣
口
字
杣
口
山
三
〇
〇
八
の
一
・
大
字
北
原
字
塩
水
四
一
三
九
の
一
・

字
北
奥
仙
丈
四
一
四
〇
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

解
除
の
理
由

ダ
ム
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
牧
丘
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止
す
る
区
域
の
指
定
（
平
成
十
三
年
山
梨
県

告
示
第
二
百
八
十
五
号
）
は
、
解
除
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

三
年
六
月
二
十
六
日
四
ヶ
村
堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
起
業
者
の
名
称

須
玉
町
外
一
ヶ
村
病
院
組
合

二
　
事
業
の
種
類

須
玉
町
外
一
ヶ
村
病
院
組
合
立
塩
川
病
院
駐
車
場
増
設
事
業

三
　
起
業
地

収
用
の
部
分
　
北
巨
摩
郡
須
玉
町
大
字
藤
田
字
腰
巻
地
内

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
七
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年七

月
二
日

第
千
二
百
六
号

月　曜　日

（三）

、

、

、

、

（三）

、



使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

須
玉
町
役
場
総
務
課

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

東
八
代
郡
石
和
町
下
平
井
字
小
石
原
二
八
一
番
一

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
四
・
五
六
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
武
川
村
長
か
ら
協
議
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
柳
沢
・
山

高
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
三
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

武
川
村
役
場

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で

公
　
　
　
告

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
府

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

井
上
　
　
弘

韮
崎
市
中
田
町
中
条
一
三
四
六
番
地

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日

同

河
西
　
　
昭

同
　
　
穴
山
町
二
六
二
六
番
地

同

同

保
坂
　
正
昭

同
　
　
中
田
町
中
条
四
三
二
三
番
地

同

同

山
本
　
建
澄

同
　
　
　
　
　
　
　
四
一
六
五
番
地

同

同

守
屋
　
忠
七

同
　
　
　
　
　
　
　
四
一
九
七
番
地

同

同

上
野
　
　
駿

同
　
　
藤
井
町
駒
井
九
九
七
番
地

同

同

山
田
　
武
三

同
　
　
中
田
町
中
条
二
九
四
六
番
地

同

同

保
坂
　
義
朝

同
　
　
　
　
　
　
　
八
三
八
番
地

同

同

三
井
　
清
三

同
　
　
穴
山
町
三
一
〇
一
番
地

同

同

新
藤
　
栄
一

同
　
　
中
田
町
中
条
七
六
九
番
地

同

同

守
屋
　
正
巳

同
　
　
穴
山
町
二
八
〇
九
番
地

同

監
　
事

片
山
　
幸
広

同
　
　
中
田
町
中
条
七
五
六
番
地

同

同

沖
田
　
弘
忠

同
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九
四
番
地

同

同

広
瀬
　
理
紹

同
　
　
穂
坂
町
三
之
蔵
五
二
六
九
番
地

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

井
上
　
　
弘

韮
崎
市
中
田
町
中
条
一
三
四
六
番
地

平
成
十
三
年
四
月
一
日

同

河
西
　
　
昭

同
　
　
穴
山
町
二
六
二
六
番
地

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

三
七
二



同

保
坂
　
正
昭

同
　
　
中
田
町
中
条
四
三
二
三
番
地

同

同

山
本
　
建
澄

同
　
　
　
　
　
　
　
四
一
六
五
番
地

同

同

守
屋
　
忠
七

同
　
　
　
　
　
　
　
四
一
九
七
番
地

同

同

上
野
　
　
駿

同
　
　
藤
井
町
駒
井
九
九
七
番
地

同

同

山
田
　
武
三

同
　
　
中
田
町
中
条
二
九
四
六
番
地

同

同

保
坂
　
義
朝

同
　
　
　
　
　
　
　
八
三
八
番
地

同

同

新
藤
　
栄
一

同
　
　
　
　
　
　
　
七
六
九
番
地

同

同

守
屋
　
正
巳

同
　
　
穴
山
町
二
八
〇
九
番
地

同

同

大
久
保
定
義

同
　
　
　
　
　
三
九
一
三
番
地

同

監
　
事

片
山
　
幸
広

同
　
　
中
田
町
中
条
七
五
六
番
地

同

同

高
保
　
　
基

同
　
　
　
　
　
　
　
四
二
六
三
番
地

同

同

山
本
　
雄
次

同
　
　
旭
町
上
条
南
割
一
九
八
五
番
地

同

人
事
委
員
会

平
成
十
三
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
及
び
中
級
試
験
並
び
に
小
中
学
校
事
務
職
員
及
び
栄
養
職

員
採
用
試
験
の
実
施

平
成
十
三
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
及
び
中
級
試
験
並
び
に
小
中
学
校
事
務
職
員
及
び
栄
養
職
員

採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
　
　
　
茂
　

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

三
七
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

三
七
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

三
七
五

第
五
十
七
回
（
平
成
十
三
年
度
）
警
察
官
採
用
試
験
Ｂ
の
実
施

第
五
十
七
回
（
平
成
十
三
年
度
）
警
察
官
採
用
試
験
Ｂ
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
　
　
　
茂
　



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

三
七
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

三
七
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
二
日

三
七
八


